
    

プレスリリース                          令和５年１０月３１日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

みな得ポイント還元キャンペーンを実施します！

物価高騰により苦境に直面している区内商店等を支援するため、 

昨年度に引き続き、PayPay を活用した還元事業を実施します。 

区内商店会の会員数の維持と新規加盟を促進するため、港区商店街連合

会に加盟する商店会等の会員店舗（以下「区商連加盟店舗」といいます。）で

決済した場合、他の店舗より高い割合でポイントを付与します。 

概 要 

●付与上限 

  ①・②それぞれ 

  ２,000 ポイント／1 回   

  ４,000 ポイント／１か月 

  ８,000 ポイント／キャンペーン期間 

 ※付与は支払日の翌日から起算して３０日後 

 ※ポイント付与や支払い方法等については一定の条件あり 

   ※①②ともに満額利用すると、合計で１万６,０００円分のポイント還元 
  

●対象となる支払方法 

 

   
※PayPay カード（旧 Yahoo!JAPAN カード含む）でのお支払いは 

「クレジット（旧あと払い）」以外は対象外 

※その他のクレジットカード、PayPay 商品券での支払いは対象外 

●実施期間 

令和５年１２月１日（金曜）～令和６年１月３１日（水曜） 
  
●対象 

どなたでも 
  
●対象店舗 

資本金５千万円以下の「飲食・小売業の事業者・理容・美容・ 

クリーニング店」のうち、区が指定する店舗 

※対象店舗は PayPay のアプリでご確認いただけます。 
  
●付与率 

①区商連加盟店舗で決済した場合  ３０％ 

②区商連未加盟店舗で決済した場合 ２０％ 

ピッと 港区で       お得にお買い物！ 

このポスター 

が目印！ 
商店会加盟店舗なら 

３０％還元でよりお得！

残高 クレジット(旧あと払い) 


